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「常時介護を必要とする状態」とは、次のいずれかに該当するものとする。
１ 第１表の事項欄の歩行、排泄、食事、入浴及び着脱衣の５項目のうち、全部介助が１項目以上及び一部介助が２項目以
上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。

２ 第２表の行動欄の攻撃的行為、自傷行為、火の扱い、徘徊、不穏興奮、不潔行為及び失禁の７項目のうちいずれか１項
目以上が重度又は中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。

態様
事項

１ 自分で可 ２ 一部介助 ３ 全部介助

イ 歩行 ・杖等を使用し、か
つ、時間がかかって
も自分で歩ける

・付添いが手や肩を貸
せば歩ける

・歩行不可能

ロ 排泄 ・自分で昼夜とも便
所でできる

・自分で昼は便所、
夜は簡易便器を
使ってできる

・介助があれば簡易便
器でできる

・夜間はおむつを使用
している

・常時おむつを使用し
ている

ハ 食事 ・スプーン等を使用
すれば自分で食事
ができる

・スプーン等を使用し、
一部介助すれば食事
ができる

・臥床のままで食べさ
せな
ければ食事ができない

ニ 入浴 ・自分で入浴でき、
洗える

・自分で入浴できるが、
洗うときだけ介助を要
する

・浴槽の出入りに介助
を要する

・自分でできないので
全て介助しなければな
らない

・特殊浴槽を使ってい
る
・清拭を行っている

ホ 着脱衣 ・自分で着脱ができ
る

・手を貸せば、着脱で
きる

・自分でできないので
全て介助しなければな
らない

第１表

程度
行動 重 度 中 度 軽 度

イ 攻撃的行為 ・人に暴力をふ
るう

・乱暴なふるまいを行う ・攻撃的な言動を
吐く

ロ 自傷行為 ・自殺を図る ・自分の体を傷つける ・自分の衣服を裂
く、破く

ハ 火の扱い ・火を常にもて
あそぶ

・火の不始末が時々あ
る

・火の不始末をす
ることがある

ニ 徘徊 ・屋外をあても
なく歩きまわる

・家中をあてもなく歩き
まわる

・ときどき部屋内で
うろうろする

ホ 不穏興奮 ・いつも興奮し
ている

・しばしば興奮し騒ぎた
てる

・ときには興奮し騒
ぎたてる

ヘ 不潔行為 ・糞尿をもてあ
そぶ

・場所をかまわず放尿・
排便をする

・衣服等を汚す

ﾄ 失禁 ・常に失禁する ・時々失禁する ・誘導すれば自分
でトイレに行く

第２表

※介護休業は２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するための休業で、
常時介護を必要とする状態については、以下の表を参照しつつ、判断することとなる。

常時介護を必要とする状態に関する判断基準
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老人ホームへの入所措置等の指針について
昭和六十二年一月三十一日 社老第八号 各都道府県知事・各指定都市市長宛 厚生省社会局長通知
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要介護状態について

○ 現在の要介護状態は、介護保険制度施行前に、「身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護
を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なもの」（老人保健法第11条）が入所する特別養
護老人ホームの入所基準を参考に設定されたところであり、施設介護を行うか、在宅介護を行うか方針決
定を念頭に基準が設定されていた。

○ しかし、現状では介護開始時時点で、８４．３％の介護者が、要介護者の介護を在宅で行っている。
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（平成26年度「仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査研究事業」三菱総合研究所） 5


